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要約 

本報告は FAO (www.fao.org/)と CABI(www.cabi.org/)の支援の下に、生物的防除における

アクセスと利益配分に関する IOBC（生物的防除国際機構）全体委員会により作成され

た。これは生物的防除資材（天敵）にかかわる遺伝資源の利用と交流に関連する生物的

防除の実施について、過去と現在の状況の要約を提示している。 

生物的防除には二つの範疇がある。伝統的生物的防除は、通常は、害虫が侵入した地域

での防除を目的とする、害虫の原産地からの生物的防除資材の導入である。ひとたび導

入されれば、生物的防除資材は定着、増殖して広がり、対象害虫に対して持続的効果を

持つ。生物的防除における放飼増強法は、在来または外来の生物的防除資材の生産をと

もない、対象害虫の死亡をもたらすが、ある作期から次の作期への持続を期待されない

特定の栽培状況への放飼を意味する。 
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他国における利用のための生物的防除資材のアクセスの許可は、その資源の原産国に対

する責任に対して、いかなるリスクも与えない。生息場所、動物相、植物相に関する地

域的科学的知識は、調査と採集のための適当な場所を特定するのに助けとなるであろう。

生物的防除は遺伝資源(GR)へのアクセスを必要とするが、大きな金銭的報酬の発生を期

待されることのない、研究に基づく活動である。それは生物的防除の分野における生物

的防除に利用する生物の特許を取るための活動ではない。 

１．利益配分のための研究の過程と機会 

対象害虫と天敵の予備的な調査は、しばしば数カ国で実施されねばならない。これらの

調査は財政的利益配分の限定された機会を提供するが、調査方法の訓練、共同調査、人

材養成の機会と、よりよい生物多様性の理解のために得られる情報をもたらすことによ

り、原産国に利益をもたらす。害虫と天敵の標本は、同定と分類学的研究のため、通常

は輸出する必要がある。 

生物的防除資材としての天敵の能力を評価する詳細な研究は、部分的にはその原産国で

実施されなければならないが、一方、原産国では野外で存在しない動物や植物の寄主特

異性の研究は、防除対象国や第三国の検疫施設で実施されるのが最もよい。共同研究、

分担研究、人材養成のための大きな余地を提供するのは、生物的防除計画のこの段階で

ある。それに比較して、生物的防除資材の放飼段階における原産国との決まりきった分

担研究では、比較的余地はない。 

原産国では、現地の協力者が生物的防除の調査と研究を実施するため必要である。アク

セスと利益配分の精神における道徳的な義務を考えると、現地での協力が欠かせない。

このような現地での協力者のある者は、将来これらの国での生物的防除技術の開発にお

ける指導者となるであろう。 

 

２．実施者 

放飼増強法による生物的防除では二つの主要な生産グループがある。商業的及び集中管

理型のグループである。前者は生物的防除資材を生産して利用者に売る独立した会社で

ある。そのような会社は大部分先進国で活動してきたが、新たな会社が世界的に増加し

ており、特に中進国において換金作物生産を支えている。集中管理型生産ユニットは政

府や産業が保有し、特定の目的のため、通常は大規模農業や林業のため天敵を生産し、

利用者に無償でまたは有償で供給される。伝統的生物的防除の場合は、それを実施する

のは、普通は国家機関や国家計画である。開発途上国における伝統的生物的防除は、し

ばしば国際開発機関の財政的支援や実施機関の技術的支援のもとに実施される。 

 

３．利用者と顧客への便益 

農業と林業の分野では、伝統的生物的防除の主要な受益者は、自然に広がって増殖し公

衆の利益に貢献する生物的防除資材を、積極的に利用することなく害虫の問題を解決す

る農家である。害虫による作物の被害の軽減は、作物の安全性の改善と生活の向上をも

たらす。世界中のすべての地域の農家は、これにより利益を受ける。消費者もまた、農



薬の使用量の減尐と、それにともなう食物でのその残留の減尐により利益を受ける。し

たがって伝統的生物的防除は、公衆の利益の範疇に入る。というのは、その便益は、作

物を生産し作物から利益を受けるすべての人々に、彼らの介在を必要とせずに達するか

らである。放飼増強法による生物的防除と伝統的生物的防除の利用は、生産者に農薬の

使用の減尐と、先進国への輸出市場で利益を得るのに必要な、高い残留基準を満たすた

めの農薬残留の減尐を可能にする。これは生産者に仕事の場を与え、開発途上国におい

て非常に重要な外国からの収入をもたらす。 

放飼増強法による生物的防除で利用する生産物を開発途上国で利用できるようにするに

は、大量生産施設の設置が必要であり、それは雇用機会を生み出す。また重要なことは、

放飼増強法による生物的防除または伝統的生物的防除に応じた農業生産システムにおけ

る、職の創造と保持である。 

生物的防除はまた、農業、林業、環境において問題となる侵入外来種に対応している。

生物的防除は、外来害虫の問題に取り組むための効果的な手法である。さらに生物的防

除は、環境にやさしく、化学農薬が使用されるときにしばしば観察される、生物多様性

の減尐を一般的にはもたらさない。 

 

４．生物的防除の利用の広がり 

2700 種の生物的防除資材を含む、尐なくとも 7000 回の生物的防除資材の導入が行われ

てきた。もっとも広く使用された生物的防除資材は 50 カ国以上で導入されてきた。119

の異なる国から 146 の異なる国へ生物的防除資材は導入されてきた。先進国は伝統的生

物的防除をもっとも実施してきたが、生物的防除資材の主要な供給源であった。開発途

上国は、生物的防除資材の導入より、それらの供給により貢献してきた。 

放飼増強法による生物的防除において、170 種以上の天敵が生産、販売されているが、

おおよそ 30 種が世界の市場の 90％以上を占めている。放飼増強法による生物的防除で

は、たとえ外来害虫であっても新たな害虫が顕在化した時、最初に在来の天敵を探索す

る風潮がある。 

いったん生物的防除資材の利用が一つの国で成功すると、その生物的防除資材の再分配

により、しばしば他国においてもその成功が繰り返されてきた。開発途上国は、試験さ

れた生物的防除資材を利用することで恩恵を受けてきた。研究や実行が先進国において

行われたためである。例えば、オーストラリアやアメリカ合衆国のような熱帯、亜熱帯

の地域をもつ先進国での研究は、直接に熱帯、亜熱帯の開発途上国に恩恵を与えてきた。

通常は、再分配に利用される生物的防除資材は、原産国ではなくむしろ放飼された国で

再度採集されている。 

 

５．遺伝資源と利益を受ける機会の規制 

伝統的生物的防除の場合、通常は国の、もしくは国際研究所が研究を実施する。しかし

一度定着すると、生物的防除資材（天敵）はその制御を離れる。天敵は繁殖し、理想的

には対象害虫の防除に効果的に貢献する。天敵は、しばしば他国を含む、それに適した



地理的分布の限界まで分散するであろう。伝統的生物的防除の精神は、無償の公衆の利

益を実現することである。実施した研究所は伝統的に、生物的防除資材へのアクセスま

たは利用を制限するための知的所有権を利用してこなかった。得られたすべての知見は、

公衆に移転され、他国は新しい生物的防除資材を活用することを推奨される。農家、消

費者、地域経済への便益は、金銭的な形では、研究所や開発機関に還元されない。 

放飼増強法による生物的防除では、会社は特定の害虫を防除するため、有用な新しい生

物的防除素材を探索するかもしれない。彼らは自らの出費によりそれを研究し、増殖・

配布・放飼方法を開発する。会社はさらに、それを生産者や他の顧客に販売して会社の

ために利益を産む。生物的防除資材を購入した農家は、効果的な害虫防除と収量の改善、

彼ら自身の健康のために意義のある殺虫剤を使用しない作物生産、そして彼らの生産物

の価格から利益を享受する。食物を購入する顧客は、許容できる価格の安全な食物を得

ることができる。放飼増強法による生物的防除の分野では、生物的防除資材の特許を利

用することは慣例ではない。そのため誰でも野外から生物的防除資材を採集し利用する

ことができる。放飼増強法による生物的防除における会社は、増殖方法の特許を取るか

もしれないが、普通は関連する手法の機密保持により対処している。 

世界中で、おおよそ 30 の放飼増強法による生物的防除資材を生産する、より大きな規

模の生産会社があり、そのうち 20 社がヨーロッパにある。より大きな生産会社に加え

て、おおよそ 100 社の小規模の生産会社があり、5 人に満たない人員を雇用している。

2008 年の、最終的な利用者レベルでの、放飼増強法による生物的防除天敵の市場は、全

体で約 1～1.35 億米ドルと推定された。正味の利ざやは平均 3～5%なので、放飼増強法

による生物的防除資材の産業の総利益は、1 年で 1500 万米ドルを下回っている。放飼増

強法による生物的防除は、小規模および中規模の会社で適度の利益をもたらす小規模の

活動である。 

 

６．生物的防除資材の輸入規制 

過去 20 年以上にわたり、生物的防除資材の輸入は、国際または国内法によって、より

強く規制されるようになってきた。IPPC（国際植物保護協定）の ISPM3（植物衛生法国

際水準第 3 項）は、異なる関係機関の責任を提示したが、アクセスと利益配分の問題に

対処していない。 

生物的防除の創成期以来、生物的防除資材の多国間の自由な交流に基づいた、実行上の

共同体が存在した。そして 2 国間の交流や定義された利益配分の協定に基づくものでは

なかった。国々は生物的防除資材の供給者であり利用者でもある。より詳細なリスクと

環境影響評価の研究の必要性や、原産国での共同研究の必要性が増大したため、（潜在

的な）原産国における研究機関と共同研究を行うことは、通常重要な実用的な意味があ

った。逆に生物的防除資材を含む遺伝資源へのアクセスに対して、アクセスと利益配分

の規制や、生物的防除の場合植物衛生的な法律を含む、様々な理由により、より強く制

限されるような一般的傾向がある。現在の多国間の自由な交流の精神や、生物的防除の

実行者の地球規模の効果的ネットワークは、アクセスと利益配分に関して、特別の配慮

に値する基盤である。 



新たな法律が遺伝資源へのアクセスについていくつかの国で作成されたか、作成されつ

つある。もし法律が生物的防除を包含するように作られていないとすると、国際的な研

究者や彼らの国内の共同研究者双方にとって、非常に困難で挑戦的な過程となる。短期

的には、この法律は適切な場で編纂されなければならない。この分野の需要に合わせる

ことない、新しい国際的なアクセスと利益配分の法律は、この研究にさらなる規制を加

えることになり、この過程を遅延させるであろう。 

ある国への新たな外来害虫の侵入は、破壊的なものと成り得る。そのような場合、緊急

な対応が、取り返しのつかない災害になる前に必要であるという議論がある。緊急な対

応として伝統的生物的防除も考えられる。その場合、遺伝資源へのアクセスのための迅

速な措置が早めになされ、可能でなければならない。 

 

７．利用者の見方 

生物的防除の関係者の態度と見解は、アクセスと利益配分について様々な立場を反映し

ている。伝統的生物的防除の研究者の多くは、その活動に影響するアクセスと利益配分

の潜在的影響に気づいてこなかった。しかし現地のよい共同研究者の実際的な必要性は

認識している。しかしながら、今や生物的防除とその結果としての公衆の利益が保証さ

れるように、アクセスと利益配分の政策と生物的防除資材の継続的な交流の必要性は、

より認識されるようになりつつある。 

伝統的生物的防除の実施者は、伝統的生物的防除は彼らに金銭的な利益をもたらさない

と認識してきた。それは無償の公衆の利益をもたらすため資金提供した、政府や寄付団

体に支援された伝統的生物的防除の精神に反する。さらに小規模農家のような受益者か

ら金銭的な利益を回収する方法ややり方は存在しない。この理由から共同研究活動と人

材養成に基づく、金銭的ではない利益配分の形が適切である。 

一方、放飼増強法による生物的防除の関係者では、この問題はより認識されるようにな

っている。おそらく放飼増強法による生物的防除は適度の商業的な収益をあげるからで

あろう。国際生物的防除生産者協会(IBMA)や自然生物的防除生産者協会(ANBP)の会員

のような、放飼増強法による生物的防除のより大きな生産者は、情報の共有、研修、天

敵の供給や他の方法で利益の共有の配慮に積極的である。原産国から得られた天敵が商

業的に成功した生物的防除資材になった場合は、放飼増強法による生物的防除の生産者

が原産国へ特許料を支払うことを考慮することもあるであろうが、会社が個々の天敵の

採集のたびに支払わねばならないとしたら、会社はこのような仕事を続けることができ

ないと考えるであろう。釣り合いのため、これらの生産者は、放飼増強法による生物的

防除の産業における比較的小さな利益と利ざやという条件では、共同作業や人材養成が

より現実的な方法であると考えている。 

 

８．勧告 

アクセスと利益配分の規制は生物的防除の特徴を認識しなければならない： 

・    生物的防除資材を提供する国はまたこの技術の利用者である； 



・    多くの生物的防除資材は交流していて、回収できる金銭的価値をもたない； 

・    生物は特許の対象ではなく、誰がいつ利用してもよい； 

・    伝統的生物的防除の情報とある程度の放飼増強法による生物的防除の情報は公

衆に共有されている； 

・    環境や公衆の健康の便益、農薬の削減のような社会的便益が存在する； 

・    生物的防除は、開発途上国と先進国の両方で、しばしば同じ生物的防除資材を

使って、広く行われている； 

・    大部分の生物的防除は、食料と農業に関係している。 

これらの好ましい特徴にかんがみ、以下の勧告を提示する： 

1.    政府は生物的防除のための既存の天敵の多国間の交流の実施を、世界的な生物

的防除の利益の公平な共有を保証する、相補的で互いに強化する基盤にもとづき、

補強するべきである。 

2.      アクセスと利益配分の規制は、生物的防除資材の多国間の交流を可能にすること

により、生物的防除分野のさらなる発展を推進するべきである。 

3.      各国は、調査団の派遣、情報の提供、研究所間の連携、分類学的支援を促進し、

アクセスと利益配分を含む生物的防除のための規制の遵守への助言を与えるため、

ただ一つの機関とのみ接触することが望まれる。 

4.       生物的防除に関するアクセスと利益配分は、多くの機関と放飼増強法による生

物的防除の産業ですでに実施されているように、例えば人材養成、共同研究計画、

技術移転といった非金銭的な利益配分に通常は基づくであろう。 

5.   公平であるが制約的でない共同研究のためのガイドラインを含む、生物的防除に

関するアクセスと利益配分の最良の実施法を記載した文書が作成され、配布され

ねばならない。生物的防除の機関はこれらのガイドラインを遵守することが期待

される。 

6.       生物的防除資材の交流における透明性を改善するため、原産国と対象国を含む

生物的防除資材の情報のデータベースを、構築し自由にアクセスするための仕組

みが世界的に保持されねばならない。 

7.    食物の安全性についての人道主義的あるいは緊急の事態の場合、政府は生物的

防除資材の交流において、すみやかな対策を取るため FAO 内で協力するべきで

ある。 

 


